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別記様式第１号 
年  月  日 

   都道府県知事 殿 
   認 定 申 請 者 住 所 
  又は主たる事務所の所在地 
  氏 名 又は 名 称  印 

 
高齢者向け優良賃貸住宅供給計画認定申請書 

 
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第３０条第１項の規定に基づき、賃貸住宅
の整備及び管理に関する計画について別紙のとおり認定を申請します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 
１．認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 
２．氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができる。 
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供給計画 

１ 賃貸住宅の位置 

地名地番 
 
 

敷地の面積 
 
 

敷地に関する権原 

１ 所有権 
２ 借地権・その他（                 
 ） 
   期間は  年  月  日から  年  月  日ま
で 

    注  土地に関する権原の欄中「借地権・その他」とは、賃貸住宅の敷地となるべ
き土地について建物の所有を目的とする地上権、賃貸借又は使用賃借権をいう。 

 
２ 賃貸住宅の戸数 

住宅戸数 認定申請対象戸数   戸（全体整備戸数   戸） 

 
３ 賃貸住宅の規模、構造及び設備 
 
（１）住戸ごとの規模 

住棟番号 住戸番号 床面積 居住室数 

 ㎡  
 ㎡  
 ㎡  

 ㎡  
 ㎡  

 

 ㎡  
 
（２）住棟ごとの構造等 

住棟番号 
建設又は 
改良の別 

戸 数 住宅の構造 住宅の建て方 

 1.建設 
2.改良 

 １．耐火構造 
２．準耐火構造 

1.共同建て 
2.長屋建て 

 1.建設 
2.改良 

 １．耐火構造 
２．準耐火構造 

1.共同建て 
2.長屋建て 

 1.建設 
2.改良 

 １．耐火構造 
２．準耐火構造 

1.共同建て 
2.長屋建て 

計 － 
 
 

 
－ 

注  「準耐火構造」は建築基準法第２条９号の３イ又はロのいずれかに該当する
もの若しくは住宅金融公庫法規則第１条各号に該当するものをいう。 
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（３）各住戸に備える設備 

台所 
水洗便所 
収納設備 
洗面設備 
浴室 
その他 

（有・無） 
（有・無） 
（有・無） 
（有・無） 
（有・無） 
（         ） 

注 各住戸に備える設備における｢その他｣とは、寒冷地域における暖房施設等をいう。 

 
４ 加齢対応構造等の内容 

段差のない床 
玄関、便所、浴室及び住宅内の階段の手すり 
介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入口 
○ ○ ○ 

 
５ 賃貸住宅の整備に関する資金計画 

 内訳                         （円） 
建設費 
用地取得造成費 
○ ○ ○ 

整備所要資金 
予定額 

  計 
自己資金 
借入金 
 うち○○公庫 
   ○○銀行 

調達計画 

  計 
 

返済計画 
 

 
６ 賃貸住宅の管理の期間 

管理の期間   年 月から  年 月まで（  年 ヶ月間） 

 
７ 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項 

  次の者を入居者とする。 

注  賃貸住宅の入居者の資格に関する事項における入居者は、法第３１条第６号に該

当するものをいう。 
 

８ 家賃 
  家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定める
ものとする。なお、当初の家賃の予定額については、次のとおりとする。 
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住棟番号 住戸番号 家賃の予定額（円） 

  

  

  

  

  

 

  

 
９ 入居者の募集の方法並びに選定の方法並びに賃貸の条件 
 
（１）入居者の募集の方法及び選定の方法 

募集の方法 
 
 

選定の方法 
 
 

注  「募集の方法」は、新聞掲載、掲示等をいう。 

 
（２）賃貸借契約の解除 

賃貸借契約の解除 
一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入

居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をする
ことを賃貸の条件とする。 

 
（３）前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額等の明示等 

前払家賃の算定の
基礎となる家賃の
月額等の明示等 

 一般賃貸人は、法第５６条の認可を受けて賃借人の終身に
わたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一
括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定の基礎
となる家賃の月額、賃借人の終身にわたる居住が余命等を勘
案して想定される期間（以下「想定居住期間」という。）、
想定居住期間に係る前払家賃の額及び賃借人が想定居住期
間を超えて居住する場合に備えた前払家賃の額並びに家賃
の額の改定の方法について、書面で明示する。 
一般賃貸人は、上記の場合にあっては、賃借人が想定居住

期間の経過前に退去する際には、想定居住期間に係る前払家
賃の額を当該退去の日前後の想定居住期間の割合で按分し
た額を返還することを賃貸の条件とする。 

 
（４）賃貸条件の制限 

敷     金 家賃の     ヶ月分 

賃貸条件の制限 

賃貸人は毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわた

って受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括し

て受領すること（法第５６条の認可を受けた場合に限る。）

及び家賃の３月分を超えない額の敷金を受領することを除
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くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他

賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としない。 
 
（５）転貸の条件 

転貸の条件 

賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する賃貸人は、入居者の資
格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第
３１条第６号、第７号及び第８号並びに法第４２条の規定に
準じて転貸事業者が当該賃貸住宅を賃貸することを賃貸の
条件とする。 

 
10 賃貸住宅の管理の方法 

管理期間における
管理の方式 

１．賃貸住宅の管理の委託 
２．転貸者への賃貸住宅の賃貸 
３．自ら管理 

１又は２の場合の
委託又は賃貸する
相手（以下「管理
業務者」という。）
の氏名又は名称 

 

管理業務者又は３
の場合の申請者の
概要 

別添による。 

賃貸住宅の修繕 
外壁補修、屋上防水、鉄部塗装、給排水管改修等について、
計画的に実施する。 

備付図書 
賃貸住宅の賃貸借契約書 
家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類 
その他（                ） 

 
11 賃貸住宅の整備の実施時期 

整備の着手の予定年月日   年  月  日 

整備の完了の予定年月日   年  月  日 

 
12 基本方針に従って賃貸住宅の整備及び管理を行う旨 

 
 
 
 
 

 
別添 
  管理業務者の概要 

氏名又は名称 
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主たる事務所 
 
 

住所 
当該賃貸住宅の管理を行う事業所 

 
 

宅地建物取引業法に基づく免許 （有・無） 

免許種別 
 
 

免許番号 
 
 

 免許を有する場合 

免許取得年月日 
 

 
自己資本の額                       （円） 
 

 
 

 

年 
 
 

年 
 
 

年 
 
 

賃貸住宅の管理戸数 

現在  年 月 日現在   戸 

賃貸住宅の管理を行う人員の数  年 月 日現在   人 
 


